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地
方
財
政
の
不
均
衡
ミ
其
の
針
策

汐

見

一一一
郎

第

問

題

の

限

定

地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
、

数
年
前
に
内
務
省
地
方
局
に
於
て
立
案
せ
ら
れ
た
の
が
最
初
の
志
の
で
あ
っ
士

炉
、
共
の
常
時
に
於
て
は
少
く

E
忠
明
日
の
問
題
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

然
る
に
地
方
財
政
的
不
均
衡
が

農
村
、
漁
村
、
山
村
の
不
況
左
結
び
つ
く
や
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
今
日
の
問
題
在
化
し
仁
m
w
T
め
る
。
地

方
財
政
調
整
法
案
叉
は
臨
時
地
方
財
政
補
整
金
法
案
の
名
の
下
に
議
舎
に
て
論
議
せ
ら
れ
、
在
〈
は
内
閣
審
議
舎

の
中
心
題
目
た
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
。

誌
に
考
ふ
ぺ
き
は
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
直
接
の
目
標
は
地
方
財
政
の
不
均
衡
の
匡
正
に
存
し
農
業
者
等

の
公
課
負
抽
出
の
軽
減
は
寧
ろ
副
産
物
に
属
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
農
村
に
は
主
と
し
て
農
業
者
が
居
住
し
都
合
同
人

口
の
大
多
数
は
商
工
業
者
が
之
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
、
達
観
的
に
一
耳
へ
ば
農
村
財
政
救
掛
か
}
目
標
と
す
る
地
方
財

政
調
整
交
付
金
が
農
業
者
に
利
益
め
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
然
し
大
都
曾
に
農
業
者
が
住
居
し
小
都
市
町
村
に

商
工
業
者
が
住
居
す
る
事
が
あ
り
、
同
じ
農
業
者
で
あ
っ
て
も
地
方
に
よ
り
負
轄
の
差
が
著
し
き
事
が
め
り
、
更
に

農
業
者
と
商
工
業
者
と
の
負
擢
闘
係
は
寧
ろ
租
税
瞳
系
の
組
識
如
何
に
よ
h
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
か
ら
、
地

地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
封
策
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四
十
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地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
針
策

第
四
十
巻

六
九

第
四
鍛

五
六

方
財
政
調
整
交
付
金
の
直
接
の
目
的
は
地
方
財
政
の
不
均
衡
の
匡
正
に
存
す
る
と
云
ば
ね
ば
な
ら
向
。

か
く
の
如
く
地
方
財
政
の
不
均
衡
が
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
必
要
ぞ
脅
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
地
方

財
政
の
不
均
衡
は
地
方
財
政
調
整
受
付
合
の
み
に
よ
h
解
決
せ
ち
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
共
他
に
一
一
暦
適

切
な
る
封
策
が
存
す
る
の
で
な
か
ら
う
か
。
克
に
之
に
先
立
ち
地
方
財
政
の
不
均
衡
は
果
し
て
存
し
て
ゐ
る
も
の

か
、
般
に
存
す
る
と
し
て
も
如
何
な
る
程
度
仁
悲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
、

先
づ
地
方
財
政
の
真
相
の
研
究
か
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e
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我
闘
の
地
方
財
政
は
道
府
腕
又
は
市
町
村
を
単
位
と
し
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
取
扱
の
便
宜
上
本
論
文
に
於
て
は
専
ら
道
府
臓
を
単
位
と
し
て
地
方
財
政
の
不
均
衡
を
研
究
す
る
。

第
二

地
方
財
政
の
不
均
衡

地
方
財
政
は
地
方
の
糎
掛
力
の
悲
磁
の
上
に
立
脚
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道
府
職
財
政
の
研
究
の
前
提
僚

件
土
し
て
道
府
騒
の
軽
油
開
力
を
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
姦
に
人
口
と
土
地
賃
貸
債
格
と
私
有
財
産
と
第
三
種
所

得
正
直
接
闘
税
負
措
額
と
を
道
府
腕
別
に
示
す
と
、
第
一
表
を
梓
る
事
が
出
来
る
。

人
口
は
凡
て
の
鰹
漕
生
活
の
某
確
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
第
一
に
採
用
す
る
事
正
し
た
。
内
閣
統
計
局
が
最

近
に
試
み
た
昭
和
五
年
十
月
一
日
の
国
勢
調
査
の
材
料
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
土
地
賃
貸
債
格
は
私
有
地
の
牧
盆

カ
ヤ
」
測
定
す
る
に
必
要
な
る
材
料
で
あ
っ
て
、
姦
に
は
大
臓
省
主
税
局
が
大
正
十
五
年
四
月
一
日
現
在
に
つ
き
調

査
し
に
結
果
を
採
用
し
た
。
な
有
財
産
は
内
閣
統
計
局
が
調
査
し
た
昭
和
五
年
末
現
荘
園
寓
推
計
の
材
料
に
よ
っ
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地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
針
策

第
四
十
拳

六
九
四

第
四
披

五
i¥ 

に
も
の
で
あ
る
。
第
三
種
所
得
と
直
接
闘
税
負
捨
額
と
は
昭
和
六
年
度
分
に
よ
る
事
と
し
た
。
第
三
種
所
得
は
個

人
所
得
で
あ
る
か
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算主義を聖書じて前年の貰績を様車とした事iが第ニの現由である。
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人
口
と
所
得
と
の
地
方
的
不
均
衡
が
過
去
十
年
間
に
如
何
に
襲
化
し
て
ゐ
る
か
を
示
す
矯
め
ド
、
第
三
表
の
指

数
を
基
礎
と
し
て
第
四
表
を
作
製
し
に
の
で
あ
る
。

第

四

表

一

一

最

大

胤

一

一
人
一
大
正
九
年
一
一
三
一

一
一
大
正
十
四
年
一
一
三
一

一

一

-

一

三

-

一

一
1
一
唱
沼
正
宇
一
日

Z

一E
一

道
府
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の
人
口
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宮
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第
四
表
を
見
る
に
、
人
口
の
歪
度
が
マ
イ
ナ
ス
(
A
U
0
・0
一
八
)
よ
り
プ
ラ
ス
(
+
0
・0
=
ご
一
一
)
に
鑓
り
つ
つ
め

b
、

第
三
種
所
得
の
歪
度
が
プ
ラ
只

(
+
0
・一

O
八
よ
り
+

0
・一一

5
問
へ
)
を
迫
ム
ザ
増
加
し
つ
つ
あ
る
の
を
知
る
事
が
出
来

る。

克
に
平
均
偏
侍
と
標
準
偏
侍
と
に
於
て
は
人
口
と
第
三
種
所
得
と
の
雨
者
は
共
に
増
加
の

一
途
を
辿
つ
忙
の

で
あ
る
、

特
に
第
三
種
所
得
の
偏
侍
(
富
一
一
盟
問
対
日
什
伸
一
寸
叫
帥
剛
一
周
比
一
一
三
一
四
畑
一
一
…
枠
一
一
一
一
一
)
に
於
て
は
人
口
の

偏
侍
(
話
慢
話
抗
告
刊
誌
話
時
四
↑
…
盟
詰
)
以
上
に
増
加
の
趨
勢
の
頴
著
な
る
を
見
る
の
で
あ
る
。

地
方
財
政
の
不
均
対
と
英
の
封
策

第
四
十
巻

六
九
七

第
四
鵠

占

ノ、



地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
謝
策

第
四
十
巻

六
九
八

第
四
披

六

道
府
職
の
人
口
が
過
去
十
年
間
に
地
方
的
不
均
衡
を
増
し
た
る
事
及
び
道
府
牒
の
所
得
が
共
れ
以
上
の
速
度
を
以

て
地
方
的
不
均
衡
を
増
し
た
事
は
、
か
く
し
て
数
字
的
に
賓
誼
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第

行
政
匝
劃
の
襲
頁

現
今
我
囲
内
地
の
行
政
直
劃
は
三
府
四
十
三
臓
一
道
の
四
十
七
仁
分
允
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
明
治
四
年
十
月
に

L
J
h
U
卜
二
同
開
セ
置
き
.
後
に
怖
ぷ
及
川

k
海
嵐
h
T
加
へ
た
る
に
始
ま
れ
ノ
、

}

:

!

-

1

;

;

;

i

J

-

i

;

i

!

 

欄
車
市
腕
ぽ
贋
φ
殿
風
期
分
合
あ
り
共
の
鄭

は
増
減
し
た
が
大
韓
に
於
て
襲
や
る
事
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
〈
の
如
〈
行
政
匝
劃
は
明
治
中
期
よ
り
今
日

に
至
る
ま
で
四
十
七
に
分
れ
「
面
積
」
に
は
何
等
費
動
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
共
の
面
積
の
上
に
住
め
る

人
口
」
及
ぴ
「
共
の
面
積
の
上
に
住
め
る
人
口
の
獲
得
す
る
所
得
」
に
は
可
な
り
の
襲
動
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
人

口
に
つ
い
て
見
れ
ば
|
|
昭
和
五
年
の
圃
勢
調
査
に
於
て
は
|
|
我
岡
の
四
十
七
行
政
直
劃
の
中
で
一
ニ
十
八
が
疏

出
超
過
を
示
し
、
六
大
都
市
の
所
在
地
た
る
六
府
牒
に
幅
岡
腕
、
北
海
道
、
宮
崎
牒
全
加
へ
た
九
の
み
が
流
入
超

過
と
云
ふ
有
様
で
あ
っ
て
、
以
て
人
口
の
地
方
的
不
均
衡
を
知
る
事
が
出
来
る
。
更
に
所
得
に
つ
い
て
見
る
に
、

卒
均
偏
傍
に
よ
っ
て
も
標
準
偏
情
に
よ
っ
て
色
地
方
的
不
均
衡
が
人
口
以
上
に
大
な
る
事
を
如
り
得
る
の
で
あ

る
。
巳
に
人
口
に
地
方
的
不
均
衡
あ
り
、
更
に
所
得
に
共
れ
以
上
の
地
方
的
不
均
衡
あ
り
と
せ
ば
、
地
方
財
政
に

不
均
衡
の
生
じ
て
来
る
の
は
嘗
然
の
結
論
で
あ
る
。

道
府
職
の
財
政
の
不
均
衡
は
種
々
の
方
面
よ
り
之
を
観
察
す
る
事
が
出
来
る
が
、
蕊
に
は
地
租
附
加
読
と
特
別



地
誌
と
轡
業
牧
益
暁
附
加
臆
と
所
得
税
附
加
税
と
家
屋
税
k
の
負
携
に
つ
い
て
研
究
し
亡
の
で
あ
る
。
地
租
附
加

説
、
四
営
業
牧
盆
積
附
加
穂
、
所
得
稜
附
加
誌
は
本
税
に
る
園
積
一
固
に
劃
す
る
課
率
を
一
不
し
、
特
別
地
税
と
家
屋

荷
担
は
賃
貸
債
格
一
固
に
劃
す
る
課
率
を
一
不
tu
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
表
に
は
昭
和
九
年
度
嘗
初
橡
算
に
現
は
れ

た
る
課
率
の
最
高
k
最
低
と
平
均
と
診
掲
げ
る
事
と
し
た
。
(
都
市
計
章
特
別
枕
は
之
を
除
く
)

第

五

衰

道
府
田
肺
税
課
事
中
{
単
位
固
)

地

租

附

加

税

ー cつ
三三 互主 4ご，
~. -t;;ニ
-10 Cコ~:H，
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東沖
京純l
府船

特
)
・
円
五
四
戸
川
円
相
判
断
〕
一

口
・
一
三
大
阪
府
)
一

所
得
税
附
加
枕

ロ o 日

三三 二二 日時
-u ... 
四 Jミ:ミ

大千泡
阪禁城|
府賂 惚|
、、-'

家

に~
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調E

税l

瞥

業

牧

盆

税

つ
・
お
同
(
出
鳩
山
忠
一

口
四
六
宜
(
東
京
府
)
一

屋

最

正員

最

低

平

均

。・2
且
(
〕
一

ロ・長一口

口・回-一一

第
五
表
の
中
で
家
屋
暁
の
賃
貸
債
格
は
頗
る
不
正
確
で
あ
る
が
、
共
他
は
苓
一
闘
を
一
通
じ
て
同
一
標
準
仁
定
ま
つ

て
ゐ
る
。
故
に
第
五
表
に
於
て
卒
均
を
中
心
と
し
て
最
高
と
最
低
と
の
聞
に
著
し
く
諌
率
に
差
異
の
あ
る
事
は
郎

ち
負
措
の
不
均
衡
を
一
不
す
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

道
府
牒
財
政
の
不
均
衡
を
匡
正
す
る
手
段
と
し
て
種
々
の
針
策
が
考
へ
ら
れ
る
が
、

一
は
道
府
牒
財
政
の
単
位

た
る
道
府
牒
そ
の
志
の
を
慶
置
分
合
し
以
て
地
方
財
政
の
聞
の
賓
カ
の
差
異
を
少
な
か
ら
し
め
る
事
で
あ
り
、
他

は
道
府
職
其
の
も
の
に
は
手
伝
鯛
れ
や
し
て
地
方
財
政
の
買
力
の
差
異
を
圃
庫
よ
り
の
交
付
金
に
よ
り
て
調
整
せ

事
四
十
品
世

地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
費
筑

六
九
九

高
四
輪

」てる、



第
四
十
巻

ん
と
す
る
の
で
あ
る
リ
前
者
は
行
政
直
劃
の
襲
更
で
あ
っ
て
後
者
は
地
方
財
政
調
整
交
付
金
で
あ
る
。

地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
針
策

七

O
O

第
閥
抗

F、
四

行
政
匡
劃
の
穣
兎
は
数
年
に
も
唱
へ
ら
れ
た
事
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
寧
ろ
経
費
節
減
の
鈷
に
重
き
を
置
い
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
蕊
に
行
政
直
劃
の
盤
真
を
云
冷
す
る
の
は
、
行
政
臣
劃
と
極
構
力
と
を
一
致
せ
し
め
以
て

地
方
財
政
の
不
均
衡
の
調
和
を
ほ
か
ら
ん
と
す
る
に
存
し
経
費
節
減
は
寧
ろ
副
産
物
に
局
す
る
ち
の
で
あ
る
。
現

行
の
道
府
腕
の
匝
分
は
四
十
数
年
前
の
制
度
に
か

7
り
徳
川
時
代
の
匝
劃
令
基
礎
と
し
て
之
や
分
合
し
に
に
止
ま

》

ラ

》

'

E
5
C一

dJ 

川
河
)
宇
山
U

H
ず
炉
二
主
批

J
h
w
z
d
H
一
括
誌
や
、
い
士
ザ
セ
り

J

匙
吻
一
じ
た
り

5
0
小
包
ヴ
包
こ
品
長
引
卜
ド
司
刀
止
読
む
市
昨
ヨ
「
〉

l
i
d
j
z
d
，

S
I
P
-
H
I
l
a
-
r
J
-
-
J
E
'
H
4
s
C
2
1
ル
T
t
t
'
Z
5
4
l
J
3
2
E
-
4
H
H
6
3仇
加
川
相
伊
旬
ぺ

J口

器
使
謹
、
特
に
交
通
機
関
の
後
遺
は
地
方
の
経
済
的
枇
曾
的
貫
力
を
根
本
的
に
種
革
し
、
道
府
腕
の
匡
劃
を
し
て
枇

舎
の
賃
情
に
印
せ
ま
る
形
骸
と
化
せ
し
め
た
。
地
方
財
政
の
不
均
衡
の
根
本
原
因
は
事
仁
存
し
行
政
匝
劃
の
麺
夏

の
必
要
あ
る
所
以
で
あ
る
。

岡
山
水
行
政
も
大
睦
に
於
て
道
府
牒
の
匝
剖
を
標
準
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
介
¥
の
目
的
に
従
ひ
臭
っ

た
分
類
を
ほ
ど
こ
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
大
蔵
省
主
税
局
が
闘
現
に
於
て
七
監
督
局
(
東
京
、
大
阪
、
札
幌
、
仙
牽
、

名
古
屋
、
慶
島
、
熊
本
)
を
設
け
闘
枕
に
於
て
六
積
闘
(
横
演
、
神
戸
、
大
阪
、
長
崎
、
門
司
、
函
館
)
を
分

τる

が
如
き
、
週
信
省
が
七
遁
信
局
(
束
京
、
名
古
屋
、
大
阪
、
鹿
島
、
熊
本
、
仙
牽
、
札
幌
)
を
置
げ
る
が
如
き
、
更

に

l
l少
し
意
味
が
異
ふ
が

l
l内
閣
統
計
局
が
人
口
統
計
を
調
査
す
る
に
嘗
り
、
十
一
匡
(
北
海
道
、
東
北
臣
、

閥
東
医
、
北
陸
直
、
東
山
匿
、
東
海
臣
、
近
畿
直
、
中
園
匝
、
四
岡
匿
、
九
州
匿
、
沖
縄
牒
)
に
整
理
せ
る
が
如

き
之
で
あ
る

J

地
方
財
政
の
単
位
と
な
る
べ
き
行
政
直
劃
を
再
建
設
す
る
に
嘗
つ
で
も
、
此
等
の
分
類
を
比
較
考



察
し
適
賞
な
石
財
政
単
位
を
緩
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
高
に
注
意
す
べ
き
は
行
政
匝
劃
の
特
捜
克
に
嘗
り
地
方
主
義

(mmm一o
E一一回
B
)
地
方
計
童
(
問
品
一

O
E
-
-
E】
宮
内
)
を
加
味
す
る
必
要
で
あ
る
。
従
来
我
闘
の
都
市
計
差
は
大
都

市
本
位
の
計
肇
で
あ
っ
た
が
共
後
費
夏
せ
ら
れ
て
小
都
市
又
は
町
村
の
立
場
営
も
考
慮
し
寧
ろ
地
方
計
章
の
色
彩

を
濃

t
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
園
家
生
活
の
極
端
な
右
中
央
集
楢
化
に
卦
し
共
の
針
策
と
し
て
種
々
の
方
法
が

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
地
方
主
義
が
共
最
も
有
力
な
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
行
政
直
劃
含
定
h
U
る
に
営
っ
て

は
各
地
方
の
吐
曾
的
朕
勢
及
び
経
済
的
貸
カ
と
調
和
し
て
之
を
定
な
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
主
義
叉
は
地
方
計
蚤

は
欧
米
諸
岡
に
於
て
は
相
蛍
研
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
め
る
が
‘
之
を
日
本
化
し
て
我
闘
に
趨
切
な
る
も
の
と
す

る
斜
め
に
は
掛
多
の
罫
本
的
制
査
を
必
要
と
す
&
事
は
一
割
ふ
ま
で
も
な
い
。

地
方
財
政
の
不
均
衡
テ
救
済
す
る
根
本
策
は
地
方
財
政
の
車
位
た
る
行
政
匝
劃
bι

麺
更
す
る
事
ぷ
存
す
る
の
で

あ
る
が
、
貫
際
問
題
と
な
る
と
種
冷
の
障
害
が
生
じ
て
く
る
。

第
一
に
各
地
方
は
そ
れ

ρ、
歴
史
と
惇
統
と
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
が
底
設
分
合
は
住
民
の
反
劃
を
ま
ね

〈
虞
が
め
る
。
然
し
市
町
村
の
如
き
下
級
開
盟
の
場
合
と
道
府
牒
の
場
合
と
に
は
難
易
の
差
が
存
す
る
。
加
ふ
る

に
世
曾
生
活
が
動
的
と
な
り
、
遺
品
争
制
度
に
於
て
色
地
方
代
表
よ
り
職
能
代
表
に
移
ら
ん
と
す
る
傾
向
が
生
じ
て

ゐ
る
程
で
あ
る
か
ら
、
過
去
の
行
政
匝
劃
に
劃
す
る
執
着
は
薄
ら
い
で
ゐ
る
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。

第
二
に
行
政
匝
副

ω強
兵
は
必
?
し
も
経
質

ω節
減
営
費
ら
す
も
の
で
な
く
、
往
々
に
し
て
超
貨
を
膨
脹
せ
し

め
る
と
云
ふ
の
で
み
る
。
工
場
超
替
の
規
模
に
合
理
鈷
(
O吉
富
山

-
3
5門
)
が
存
し
其
動
以
下
の
小
経
替
が
不
合
理

地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
封
策

第
四
十
巻

七

O 

第
四
披

六
五



地
方
財
政
の
不
均
待

t
其
の
封
策

第
四
十
巻

七
O 

第
四
時
晴

大
穴

な
る
と
共
に
共
貼
以
上
の
大
経
管
も
不
合
理
と
な
る
が
如
〈
、
行
政
匝
劃
に
於
て
も
同
じ
事
が
云
へ
る
の
で
あ
っ

て
、
府
牒
の
数
を
少
〈
き
へ
す
れ
ば
財
政
が
令
理
的
に
行
は
れ
る
も
の

E
限
ら
な
い
。
故
に
道
府
牒
の
藤
置
分
合

に
あ
た
っ
て
も
そ
の
今
理
賄
を
捕
ふ
る
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
尚
本
問
題
は
地
方
財
政
の
不
均
衡
の
匡
正
を
目

標
と
し
経
費
の
節
蹴
は
副
産
物
に
過
ぎ
な
い
か
ら
敢
て
此
の
貼
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
。

第
一
一
一
に
行
政
臣
劃
の
襲
更
が
地
時
聞
い
行
は
れ
る
も
の
と
し
て
も
、

そ
の
結
果
租
税
の
負
踏
の
軽
減
せ
ら
る
ち
地

粗
税
の
負
慢
の
置
く
な
る
也
か
は
灰
潤
す
芯
事
守
あ
5
0
こ
の
現
象
は
一
一
一
部
制
撤
勝
、
時
縮

三
J
P
J
A
セh
n
2
二
h

B

e

，、

1
H
1伊
局
4
J
F
a
h

町
村
併
合
の
際
に
起
名
現
象
で
あ
っ
て
、
安
際
問
題
と
し
て
は
軽
視
す
る
事
が
出
来
な
い
。

以
上
三
つ
の
障
害
が
め
る
矯
め
に
行
政
直
劃
の
襲
更
は
種
丘
難
闘
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。
事
に
易
き
に
つ
く

道
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
の
が
地
方
財
政
調
整
交
付
金
で
め
る
。

第
四

地
方
財
政
調
整
交
付
金

行
政
直
劃
の
費
更
の
困
難
な
る
営
面
の
事
情
は
租
税
負
轄
の
重
さ
に
於
て
費
動
の
生
や
る
事
で
あ
る
。
行
政
直

劃
の
麓
更
を
行
ふ
に
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
会
闘
の
地
方
枕
負
捨
を
卒
準
化
し
然
る
後
に
行
政
直
劃
を
錘
真
す
る

方
が
事
を
囲
滑
に
運
ぶ
の
で
あ
る
。
更
に
行
政
直
劃
の
慶
一
史
を
断
念
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
生
守
る
地
方

財
政
の
不
均
衡
を
匡
正
す
る
矯
め
に
は
趨
営
な
る
劃
策
を
必
要
ー
と
す
る
の
で
め
る
。
第
一
の
目
的
の
鵠
め
に
は
臨

時
的
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
設
〈
ぺ
〈
、
第
二
の
場
合
に
は
恒
久
的
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
制
定
せ
ね



ば
な
ら
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
問
題
が
起
名
の
で
あ
る
。

地
方
財
政
調
整
交
付
金
と
し
て
最
初
に
考
へ
ら
れ
た
の
は
六
千
世
間
間
程
度
の
も
の
で
あ
つ
に
が
、
徐
'q
に
小
さ

く
な
っ
て
只
今
で
は
三
千
高
岡
程
度
で
も
差
支
へ
な
い
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
一
度
こ
の
制
度
を
賞
施
す
れ
ば

年
今
そ
の
額
ぞ
増
加
し
て
行
く
事
は
、
義
務
教
育
費
闘
庫
負
捨
金
の
賃
例
に
つ
い
て
見
る
も
容
易
に
理
解
す
る
事

が
出
来
る
の
で
ゐ
&
。

義
務
敬
育
費
岡
庫
負
携
金
は
八
千
五
百
高
聞
に
上
り
、
時
局
匡
救
抽
出
算
い
か
之
に
加
は
h
ノ
昭
和
九
年
度
は
九
千
七

百
寓
固
で
あ
っ
た
が
昭
和
十
年
度
か
ら
は
九
千
四
百
周
囲
と
な
る
抽
出
定
で
あ
る

P

そ

ω本
来
の
目
的
と
す
る
慮
の

尋
常
小
月
十
枚
救
μ

日
の
俸
給
が
一
倍
五
干
市
内
刊
藷
で
の
み
か
ら
約
一
一
一
分
の
一
一
ヤ
岡
山
県
よ
り
他
方
に
補
助
し
て
ゐ
る
譜

で
め
る
。
教
員
俸
給
の
全
額
を
固
庫
が
負
携
す
べ
し
と
一
瓦
ふ
論
者
の
立
場
か
ら
云
へ
ば
食
ひ
足
ら
な
い
躍
が
あ
る

か
も
知
れ
ぬ
か
、
数
年
の
聞
に
念
激
の
準
歩
を
途
げ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
義
務
教
育
費
園
庫
負
嬉
金
は
宜

質
に
於
て
財
政
調
整
交
付
金
の
色
影
を
多
分
に
有
し
て
ゐ
る
。
貧
弱
町
村
が
苓
常
小
島
十
校
教
員
の
俸
給
の
殆
ん
ど

全
額
を
受
げ
て
ゐ
る
の
に
艶
し
普
通
市
が
極
め
て
僅
少
な
る
部
分
を
受
け
て
ゐ
る
が
如
き
共
の
誼
撮
で
あ
る
。

岡
家
よ
り
地
方
闇
躍
に
補
助
し
て
ゐ
る
も
の
は
頗
る
亙
額
に
上
り
整
理
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
地
方
補

助
金
の
最
も
大
な
る
も
の
は
義
務
教
育
費
圃
庫
負
鵠
金
九
千
四
百
寓
国
で
あ
っ
て
、
北
(
の
宜
質
は
一
種
の
地
方
財

政
調
整
交
付
金
で
あ
る
。
九
千
四
百
宮
内
閣
の
寅
際
上
の
地
方
財
政
調
整
交
付
金
が
存
在
し
て
ゐ
る
際
に
更
に
三
千

高
固
程
度
の
名
賀
具
っ
た
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
典
へ
ん
と
す
る
黙
に
、
賞
際
問
題
の
解
決
の
困
難
い
か
存
し
て

地
場
財
政
の
不
均
衡
士
其
mw
割
策

第
四
十
血
管

七。a
一
第
四
時
副

p、
刊二



地
方
財
政
の
不
均
併
と
英
の
封
策

第
四
十
巻

七
O
四

第
四
貌

六
A

ゐ
る
。地

方
財
政
調
整
交
付
金
を
主
義
と
し
て
排
斥
す
る
論
者
が
め
る
が
、
彼
等
は
義
務
教
育
費
圃
庫
負
措
金
が
賞
質

上
に
於
て
地
方
財
政
調
繋
交
付
金
七
る
事
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
論
旨
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
義
務
教
育

費
園
庫
負
擢
金
の
分
配
標
準
の
擾
更
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る

3

同
時
に
名
賞
具
は
れ
る
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を

制
定
し
徐
冷
に
之
が
}
憐
娠
し
て
行
く
の
で
あ
れ
ば
共
の
貰
殺
を
収
め
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
者
し
一
一
一
千
高

関
程
肢
で
満
足
す
る
の
で
め
れ
ば
九
千
四
百
高
闘
の
義
務
政
育
費
咽
庫
負
惜
企
に
比
し
地
万
財
政
調
整
の
作
用
が

少
い
の
で
あ
る
内

い
づ
れ
に
し
て
も
義
務
教
育
費
困
庫
負
櫓
金
と
地
方
財
政
調
整
交
付
金
と
は
大
躍
に
於
て
共
性

質
を
一
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
離
れ
離
れ
に
考
へ
る
よ
り
も
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
物
と
し
て
之
を
取
扱
ふ

必
要
で
め
る
。
帥
ち
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
締
金
額
を
定
め
る
に
嘗
っ
て
色
、
更
に
共
分
配
標
準
ぞ
定
め
る
に

常
つ
で
も
、
片
方
に
同
様
の
性
質
を
有
す
る
義
務
救
育
安
岡
庫
負
携
金
の
あ
る
事
を
考
へ
そ
れ
と
悲
調
を
共
に
す

る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
恒
久
財
源
を
酷
味
見
す
る
に
苦
し
み
補
助
金
の
整
理
に
之
を

求
め
ん
と
す
る
人
が
め
る
が
、
若
し
そ
の
方
針
で
匙
h
u
の
で
あ
れ
ば
何
よ
り
先
に
義
務
教
育
費
岡
庫
負
措
金
を
如

何
に
取
扱
ふ
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
制
度
に
関
連
し
て
分
携
金
の
制
度
を
併
用
す
べ
し
と
極
論
す
る
人
が
あ
る
。
或
る
府

臓
に
於
て
は
軍
需
品
景
気
に
よ
り
因
説
に
自
然
増
牧
が
生
じ
、
従
っ
て
共
の
道
府
牒
は
勢
せ
令
し
て
英
大
の
園
枕

附
加
税
収
入
を
受
け
共
の
使
途
を
後
見
す
る
に
苦
し
む
と
云
ふ
の
で
あ
る
υ

故
に
、
地
方
財
政
の
不
均
衡
を
調
整



す
る
に
は
、
闘
庫
よ
り
交
付
金
を
道
府
牒
に
輿
ふ
る
の
み
に
て
は
不
充
分
に
し
て
更
に
或
る
道
府
腕
よ
り
は
逆
に

園
庫
へ
分
揖
金
ep-
納
め
し
h
u

べ
し
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
我
園
の
地
方
財
政
と
岡
家
財
政
止
の
闘
係
は
原
則
と
し
て

岡
家
財
政
よ
り
地
方
財
政
に
補
助
す
る
形
式
を
と
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て

此
の
意
味
に
於
て
は
地
方
財
政
調
整

交
付
金
色
此
の
原
則
の
例
外
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
然
ら
ば
今
謹
に
地
方
財
政
よ
り
岡
家
財
政
へ
分
措
金
一

を
出
す
と
な
る
と
、
財
政
の
立
場
が
会
〈
異
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
更
に
技
術
論
と
し
て
分
嬉
金
の
程
度
合
却
何

に
定
め
る
か
に
は
難
問
が
件
ふ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
貧
弱
地
方
に
は
交
付
金
令
市
舟
へ
る
と
共
に
官
裕
地
方
よ
り

は
分
携
金
を
取
上
げ
二
筋
道
で
行
く
の
は
一
つ
の
考
へ
方
で
あ
る
が
、

之
伝
湖
主
と
し
て
底
地
す
る

2
2
岬，
pc彊

;，

i

f

F

1

i
・

e

-

-

1

h
h

の
不
都
合
'
M
V

一
生
や
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
共
他
の
補
助
金
特
に
義
務
教
育
費
園
庫
負
携
金
と
の
闘
係
に
於
て
観
察
し
、

克
に
分
措
金
と
の
闘
係
に
於
て
研
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。
分
据
余
と
云
ひ
地
方
財
政
調
整
交
付
金
と
一
E
ひ
、
根
本

は
地
方
財
政
の
不
均
衡
よ
り
生
宇
る
不
都
合
を
匡
正
せ
ん
と
す
る
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
.
此
の
耐
棋
を
絶
た
，
さ

る
限
り
伎
必
要
的
手
段
と
し
て
色
之
を
認
め

5
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
五

結

論

上
迅
の
如
〈
.
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
地
方
財
政
の
不
均
衡
を
匡
正
す
る
手
段
と
し
て
意
味
を
有
し
、
行
政

直
劃
の
根
本
的
改
革
を
な
さ
ま
る
限
り
は
長
〈
必
要
た
忍
べ
〈
、
行
政
直
劃
の
根
本
的
麓
草
を
な
す
と
し
て
色
共

地
方
財
政
の
不
均
衡
と
英
の
費
策

第
四
+
巻

七

O
五

第
四
就

，、
九



地
方
財
政
の
不
均
衡
と
其
の
嚇
調
策

第
同
十
巻

七
O
大

第
四
貌

七。

の
過
渡
的
手
段
と
し
て
必
要
な
る
も
の
で
め
る
ω

而
し
て
地
方
財
政
の
不
均
樹
な
る
も
の
は
淵
源
す
る
所
連
く
、

人
口
及
び
世
田
の
地
方
的
不
均
衡
の
増
大
を
無
醐
し
て
四
十
年
来
の
道
府
腕
制
度
を
金
科
玉
悼
と
し
て
挙
一
守
す
る
所

に
原
因
を
殺
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
口
五
百
四
十
寓
の
東
京
府
も
七
十
高
の
鳥
取
腕
も
同
じ
〈
地
方
財
政
の
一

単
位
で
あ
り
、
第
三
種
所
得
四
億
七
千
八
百
高
聞
の
東
京
府
も
二
百
高
闘
の
沖
縄
腕
も
同
様
に
地
方
財
政
の
単
位

た
る
所
に
踊
M
Y
存
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、

一
時
的
に
は
地
方
的
財
政
調
交
付
金
で
念
場
を
凌
ぐ
よ
り
仕
方
が
な
い

戸
、
訪
日
H
H
H
η
J
A
3め-」

I
K
主
D
一
司
定
p-
討
L
4
す
る
必
要
s
Y
わ
る
。
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一
一
一
千
市
町
闘
で
出
殺
し
七
地

方
財
政
調
整
交
付
金
が
瞥
ら
〈
に
し
て
五
千
高
聞
に
増
し
更
に
一
一
億
闘
を
突
破
し
孜
が
園
家
財
政
を
苦
し
め
る
事

は
想
像
に
難
〈
な
い
。

本
論
文
は
道
府
牒
財
政
の
不
均
衡
を
中
心
に
研
究
を
進
め
た
が
、
寧
ろ
重
心
は
市
町
村
財
政
に
存
し
て
ゐ
る
。

二
時
二
千
の
市
町
村
の
粧
掛
力
及
び
財
政
の
研
究
は
一
個
人
の
企
て
及
ぶ
所
で
な
く
内
閣
審
議
舎
の
如
き
有
力
な

る
機
関
の
手
を
借
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
満
洲
闘
の
財
政
部
と
民
政
部
と
は
岡
家
財
政
及
び
地
方
財
政
の
根
本
的
方
針

ぞ
確
立
す
る
魚
め
に
各
地
方
に
わ
た
り
相
常
に
徹
底
し
に
調
査
を
行
っ
た
と
停
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
我
闘
の
地
方
財

政
の
不
均
衡
が
日
に
甚
し
き
今
日
に
於
て
、
共
の
針
策
を
樹
つ
る
に
は
須
〈
根
本
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

現
今
、
地
方
財
政
の
中
心
題
目
は
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
是
非
如
何
と
し
て
提
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
寧
ろ

問
題
を
櫨
張
し
て
地
方
財
政
の
不
均
衡
に
劃
す
る
針
策
如
何
と
し
て
提
出
し
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
共
の
劃

策
の
中
の
有
力
な
る
一
案
と
し
て
之
を
考
究
す
る
の
が
妥
営
で
あ
る
と
思
ふ
。


